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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 6月 10日 (2005.6.10)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 階 調 制 御 の た め の パ ル ス 幅 変 調 を 行 う パ ル ス 幅 変 調 手 段 を 有 す る カ ラ ー 印 刷 装 置 で あ っ
て 、
　 供 給 さ れ た 印 刷 デ ー タ の 印 刷 モ ー ド を 判 断 す る 第 １ の 判 断 手 段 と 、
　 前 記 印 刷 デ ー タ 単 色 を 判 断 す る 第 ２ の 判 断 手 段 と 、
　 前 記 第 １ お よ び 第 ２ の 判 断 手 段 に よ る 判 断 結 果 に 応 じ て 、 前 記 パ ル ス 幅 変 調 手 段 に お い
て 使 用 さ れ る パ ル ス 幅 変 調 パ タ ー ン を 設 定 す る 設 定 手 段 と 、
　 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る カ ラ ー 印 刷 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 設 定 手 段 は 、
　 前 記 印 刷 デ ー タ の 印 刷 モ ー ド が 細 線 再 現 性 を 重 視 す る 所 定 の
モ ー ド で な い と き 、 ま た は 、

と き は 、 第 １ の パ ル ス 幅 変 調 パ タ ー ン を 設 定 し 、
　 前 記 所 定 の モ ー ド で か つ

と き は 、 前 記 第 １
の パ ル ス 幅 変 調 パ タ ー ン よ り も 現 像 剤 載 り 量 が 小 さ く な る 第 ２ の パ ル ス 幅 変 調 パ タ ー ン を
設 定 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の カ ラ ー 印 刷 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 所 定 の モ ー ド は 、 Ｃ Ａ Ｄ デ ー タ 向 け の モ ー ド で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記
載 の カ ラ ー 印 刷 装 置 。

を と し て 処 理 す べ き か ど う か

前 記 第 １ の 判 断 手 段 に よ り
と 判 断 さ れ た 前 記 第 ２ の 判 断 手 段 に よ り 前 記 印 刷 デ ー タ が 単

色 で あ る と 判 断 さ れ た
前 記 第 １ の 判 断 手 段 に よ り 前 記 印 刷 モ ー ド が あ る と 判 断 さ れ 、

、 前 記 第 ２ の 判 断 手 段 に よ り 前 記 印 刷 デ ー タ が 多 色 で あ る と 判 断 さ れ た



【 請 求 項 ４ 】
　 階 調 制 御 の た め の パ ル ス 幅 変 調 を 行 う パ ル ス 幅 変 調 手 段 を 有 す る カ ラ ー 印 刷 装 置 の 制 御
方 法 で あ っ て 、
　 供 給 さ れ た 印 刷 デ ー タ の 印 刷 モ ー ド を 判 断 す る 第 １ の 判 断 ス テ ッ プ と 、
　 前 記 印 刷 デ ー タ 単 色 を 判 断 す る 第 ２ の 判 断 ス テ ッ プ と 、
　 前 記 第 １ お よ び 第 ２ の 判 断 ス テ ッ プ に よ る 判 断 結 果 に 応 じ て 、 前 記 パ ル ス 幅 変 調 手 段 に
お い て 使 用 さ れ る パ ル ス 幅 変 調 パ タ ー ン を 設 定 す る 設 定 ス テ ッ プ と 、
　 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る カ ラ ー 印 刷 装 置 の 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 設 定 ス テ ッ プ は 、
　 前 記 印 刷 デ ー タ の 印 刷 モ ー ド が 細 線 再 現 性 を 重 視 す る 所 定 の
モ ー ド で な い と き 、 ま た は 、

と き は 、 第 １ の パ ル ス 幅 変 調 パ タ ー ン を 設 定 し 、
　 前 記 所 定 の モ ー ド で か つ

と き は 、 前 記 第 １ の
パ ル ス 幅 変 調 パ タ ー ン よ り も 現 像 剤 載 り 量 が 小 さ く な る 第 ２ の パ ル ス 幅 変 調 パ タ ー ン を 設
定 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ に 記 載 の カ ラ ー 印 刷 装 置 の 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 所 定 の モ ー ド は 、 Ｃ Ａ Ｄ デ ー タ 向 け の モ ー ド で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ に 記
載 の カ ラ ー 印 刷 装 置 の 制 御 方 法 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 本 発 明 の 一 側 面 、 階 調 制 御 の た め の パ ル ス 幅 変 調 を 行 う パ ル ス 幅 変 調 手 段 を 有 す る カ
ラ ー 印 刷 装 置 、 供 給 さ れ た 印 刷 デ ー タ の 印 刷 モ ー ド を 判 断 す る 第 １ の 判 断 手 段 と 、
前 記 印 刷 デ ー タ 単 色 を 判 断 す る 第 ２ の 判 断 手 段 と 、 前 記 第 １
お よ び 第 ２ の 判 断 手 段 に よ る 判 断 結 果 に 応 じ て 、 前 記 パ ル ス 幅 変 調 手 段 に お い て 使 用 さ れ
る パ ル ス 幅 変 調 パ タ ー ン を 設 定 す る 設 定 手 段 と 、 を 有 す る こ と を 特 徴 と す
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を と し て 処 理 す べ き か ど う か

前 記 第 １ の 判 断 ス テ ッ プ で
と 判 断 さ れ た 前 記 第 ２ の 判 断 ス テ ッ プ で 前 記 印 刷 デ ー タ が 単

色 で あ る と 判 断 さ れ た
前 記 第 １ の 判 断 ス テ ッ プ 前 記 印 刷 モ ー ド が あ る と 判 断 さ れ 、 、

前 記 第 ２ の 判 断 ス テ ッ プ で 前 記 印 刷 デ ー タ が 多 色 で あ る と 判 断 さ れ た

は
に 係 り

を と し て 処 理 す べ き か ど う か

る 。
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